
個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

　法第60条第2項第１号

　（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファイル

　有　　無

備　　　考

個人住民税課税者名簿

南国市

税務課市民税係

個人住民税課税者の管理のため利用する。

1.氏名、2.住所、3.生年月日、4.所得金額、5.個人住民税額、6.電話番
号、7.勤務先、8.個人番号

－

個人情報ファイルの種別

個人住民税課税者

　法第60条第2項第２号
（マニュアル処理ファイル）

戸籍・住民票の公用請求、事業所・税務署からの課税資料提出、住基シ
ステム、本人からの直接収集

－

－

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）南国市税務課市民税係

（所在地）〒783－8501　高知県南国市大埇甲2301番地



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

　法第60条第2項第１号

　（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファイル

　有　　無

備　　　考

国民健康保険税課税者

　法第60条第2項第２号
（マニュアル処理ファイル）

国民健康保険税課税者名簿

南国市

税務課市民税係

国民健康保険税課税者の管理のため利用する。

1.氏名、2.住所、3.生年月日、4.所得金額、5.国民健康保険税額、6.電
話番号、8.個人番号、9．世帯状況

住基システム、本人から直接収集

－

－

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）南国市税務課市民税係

（所在地）〒783－8501　高知県南国市大埇甲2301番地

－

個人情報ファイルの種別



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

　法第60条第2項第１号

　（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファイル

　有　　無

備　　　考

戸籍・住民票の公用請求、法務局からの異動通知、償却資産申告、住基
システム、本人からの直接収集

－

－

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）南国市税務課資産税係

（所在地）〒783－8501　高知県南国市大埇甲2301番地

－

個人情報ファイルの種別

固定資産所有者

　法第60条第2項第２号
（マニュアル処理ファイル）

固定資産税課税者名簿

南国市

税務課資産税係

固定資産税課税の管理のため利用する。

1.氏名、2.住所、3.生年月日、4.評価額、5.課税標準額、6.税額、7.相
続人情報、8.個人番号、9.現況地目、10.現況地籍、11.取得価格、12.資
産名称



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

　法第60条第2項第１号

　（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファイル

　有　　無

備　　　考

滞納管理簿

南国市

税務課収納係

市税滞納整理のため利用する。

1.氏名、2.住所、3.生年月日、4.滞納税額、6.電話番号、8.納付状況、
9．世帯状況、10.納税交渉状況、11.滞納処分状況、12.納税緩和状況

－

個人情報ファイルの種別

市税滞納者

　法第60条第2項第２号
（マニュアル処理ファイル）

住基システム、本人から直接収集

－

南国・香南・香美租税債権管理機構

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）南国市税務課収納係

（所在地）〒783－8501　高知県南国市大埇甲2301番地



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

　法第60条第2項第１号

　（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファイル

　有　　無

備　　　考

軽自動車税課税者

　法第60条第2項第２号
（マニュアル処理ファイル）

軽自動車税課税者名簿

南国市

税務課税務管理係

軽自動車税課税者の管理のため利用する。

1.氏名、2.住所、3.生年月日、4.車両情報、5.軽自動車税税額、6.軽自
動車税納税情報、7.電話番号

車両販売店等代理人からの申請書提出、戸籍・住民票の公用請求、J-Lis
からのデータ提供、リサイクルシステムからのデータ提供、軽OSS・軽
JNKSからのデータ連携、住基システム、本人から直接収集

－

－

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）南国市税務課税務管理係

（所在地）〒783－8501　高知県南国市大埇甲2301番地

－

個人情報ファイルの種別


